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高知工業高等専門学校企画委員会規則 

 

                     制  定 平成２６年 ２月２０日 

                     一部改正 平成２８年 ２月１８日 

 

 （設置） 

第１条 高知工業高等専門学校に、高知工業高等専門学校企画委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 (１) 将来構想に係る事項 

 (２) 中期目標、中期計画、年度計画の企画及び立案 

 (３) その他校長が必要と認めた事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の委員で組織する。 

 (１) 校長 

 (２) 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 (３) 専攻科長及び副専攻科長 

 (４) ソーシャルデザイン工学科長、基礎教育長、副基礎教育長及び各コース長 

 (５) 事務部長 

 (６) その他校長が必要と認めた者 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

 （委員以外の出席） 

第５条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。 

 （事務） 

第６条 委員会の事務は、総務課において処理する。 

 

   附 則 

 １ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 ２ 高知工業高等専門学校リエゾン・企画委員会規則（平成１０年３月５日制定)は、廃止す

る。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月３日より施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


